
菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111

● 

成
年
後
見
制
度
っ
て
ど
ん
な
制
度

で
す
か
？

　

認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害

な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な

人
に
預
貯
金
の
管
理
な
ど
（
財
産
管

理
）
や
日
常
生
活
で
の
様
々
な
契
約

な
ど
（
身
上
監
護
）
を
、
支
援
し
て

い
く
制
度
で
す
。

○
財
産
管
理

　

本
人
の
預
貯
金
の
管
理
、
不
動
産

な
ど
の
処
分
、
遺
産
分
割
な
ど
財
産

に
関
す
る
契
約
な
ど
に
つ
い
て
の
助

言
や
支
援
。

○
身
上
監
護

　

介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や

医
療
・
福
祉
施
設
へ
の
入
退
所
の
手

続
き
や
費
用
の
支
払
い
な
ど
、
日
常

生
活
に
か
か
わ
っ
て
く
る
契
約
な
ど

の
支
援
。

● 

具
体
的
に
は
ど
ん
な
支
援
が
受
け

ら
れ
ま
す
か
？

　

支
援
す
る
人
が
利
用
者
本
人
に
代

わ
っ
て
契
約
な
ど
を
行
っ
た
り
（
代

理
権
）、
本
人
の
み
で
行
っ
た
不
利

益
な
契
約
な
ど
の
行
為
を
取
り
消
す

（
同
意
権
・
取
消
権
）
な
ど
、
本
人

を
保
護
し
、
援
助
を
行
い
ま
す
。

○
代
理
権

　

本
人
に
代
わ
っ
て
必
要
な
契
約
な

ど
が
で
き
ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

契
約
や
費
用
の
支
払
い
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
預
貯
金
の
管
理
な
ど
、
財
産

の
管
理
を
行
い
ま
す
。

○
同
意
権
・
取
消
権

　

契
約
な
ど
の
法
律
行
為
が
あ
る
場

合
、
支
援
者
の
同
意
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
判
断
能
力
が
衰
え
て
い
る
こ

と
に
つ
け
こ
ま
れ
、
不
必
要
な
も
の

を
買
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
支

援
者
の
同
意
が
な
く
契
約
し
て
し

ま
っ
た
場
合
、
そ
の
契
約
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

利
用
者
の
状
態
に
よ
っ
て
受
け
ら

れ
る
支
援
は
違
う
の
で
す
か
？

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、
法
定
後
見

制
度
と
任
意
後
見
制
度
の
２
つ
の
制

度
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
法
定
後
見
制

度
は
利
用
す
る
人
の
判
断
能
力
に
応

じ
て
３
つ
の
制
度
に
わ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

○
法
定
後
見
制
度

　

利
用
者
の
判
断
能
力
に
応
じ
て
、

後
見
人
な
ど
が
支
援
す
る
制
度
で
す
。

後
見
人
な
ど
は
親
族
や
知
人
、
弁
護

士
な
ど
本
人
の
事
情
に
よ
っ
て
選
任

さ
れ
ま
す
。

○
任
意
後
見
制
度

　

判
断
能
力
の
あ
る
人
で
も
、
将
来

に
不
安
を
感
じ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、

あ
ら
か
じ
め
契
約
で
き
ま
す
。
判
断

能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
際
、保
護
・

支
援
が
始
ま
り
ま
す
。

● 

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
た
い
と

き
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す

か
？

　

本
人
の
住
所
地
に
あ
る
家
庭
裁
判

所
に
申
立
て
を
し
ま
す
。

○
申
立
て
の
で
き
る
人

　

本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親

族
、
市
長
（
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者

の
場
合
な
ど
）、
検
察
官
な
ど

● 

費
用
は
ど
の
く
ら
い
か
か
る
の
で

す
か
？

　

法
定
後
見
制
度
の
場
合
、
収
入
印

紙
、
登
記
印
紙
、
郵
便
切
手
な
ど

裁
判
所
に
審
判
を
請
求
す
る
手
数
料
、

利
用
者
本
人
の
判
断
能
力
を
確
認
す

る
た
め
の
医
師
の
鑑
定
や
診
断
な
ど

で
、
10
万
円
前
後
の
費
用
が
か
か
り

ま
す
。

● 

成
年
後
見
人
等
の
役
割
は
何
で
す

か
？

　

成
年
後
見
人
等
は
、本
人
の
生
活
・

医
療
・
介
護
・
福
祉
な
ど
、
本
人
の

身
の
ま
わ
り
の
事
柄
に
も
目
を
配
り

な
が
ら
本
人
を
保
護
・
支
援
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
成
年
後
見
人
等
の
職
務

は
本
人
の
財
産
管
理
や
契
約
な
ど
の

法
律
行
為
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ

て
お
り
、
食
事
の
世
話
や
実
際
の
介

護
な
ど
は
、
一
般
に
成
年
後
見
人
等

の
職
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
成
年
後
見
人
等
は
そ
の
事

務
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
報
告
す

る
な
ど
し
て
、
家
庭
裁
判
所
の
監
督

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

● 

成
年
後
見
人
等
に
は
ど
の
よ
う
な

人
が
選
ば
れ
ま
す
か
？

　

親
族
や
法
律
お
よ
び
福
祉
の
専
門

家
、
ま
た
は
法
人
な
ど
、
家
庭
裁
判

所
が
本
人
に
と
っ
て
最
も
適
切
と
思

わ
れ
る
人
や
法
人
が
選
任
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

※ 

相
談
や
手
続
き
の
助
言
、
関
係
機

関
へ
の
紹
介
を
行
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
シ
リ
ー
ズ
⑧ 

こ
ん
に
ち
は「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」で
す

成
年
後
見
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

制　度
法定後見制度

任意後見制度
後見制度 保佐制度 補助制度

対象者
住所・氏名・年齢な
どが分からず財産管
理ができない人

住所・氏名・年齢等は
分かるが複雑な計算や
判断ができない人

生活に重大な問題はない
が契約内容の理解や財産
管理に不安がある人

判断能力がある
人

支援者 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人

権　利

本人が行うすべての
法律行為。日常生活
に関する行為（日用
品の購入など）は除
きます

本人の同意を得た上
で、家庭裁判所が定め
た法律行為。また、本
人が行った重要な法律
行為に関する取り消し

本人の同意を得た上で、
本人が選択して家庭裁判
所が定めた範囲の法律行
為

本人との契約で
定めた行為

　

悪
質
商
法
な
ど
の
被
害
が
心
配
、
お
金
の
管
理
や
契
約
に

自
信
が
な
い
な
ど
、
皆
さ
ん
の
「
不
安
」
を
「
安
心
」
に
変

え
る
成
年
後
見
制
度
を
紹
介
し
ま
す
。

　本人なりすましによる住民票の写しや戸籍謄抄本
などの交付請求を防止し、あわせて市民の個人情報
を保護するために、証明書の交付請求時において、
身分証明書の提示を求めることによる本人確認を実
施します。
　市民の皆さんのご協力をお願いします。
本人確認の実施日　４月２日（月）から
証明書交付請求の際の本人確認
○対象となる証明書
•住民基本台帳関係
　 　住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証
明書、戸籍の附票など
•戸籍簿関係
　 　戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、
受理証明書など
•税務証明関係
　 　市県民税関係証明、固定資産税関係証明、納税
証明など
•その他
　 　外国人登録原票記載事項証明書、身分（身元）
証明書など
本人確認の方法
　交付請求をする人（窓口に来る人）について、身
分証明書の提示をしていただきます。

　何もお持ちでない人
は、窓口で口頭により
聞き取りおよび告知書
の送付をさせていただ
きます。
本人確認に必要な書類
① 運転免許証・パス
ポート・住民基本台
帳カードなど官公署
発行の顔写真付の身
分証明書
② 健康保険の被保険者
証、年金証書（手帳）、
恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証
明書、写真のある社員証および学生証またはこれ
らと同等のものを２点
③ 上記②のものを１点の場合、口頭での聞き取りに
より確認をさせていただきます
④ 上記①、②をお持ちでない人は、口頭での聞き取
りおよび告知書を送付させていただきます

問い合わせ先　市民課市民年金係　または
　各総合支所民生課市民係

各種証明書の交付請求の際には
窓口に来た人の身分証明書が必要になります

　平成 19年度から「物品等指名願い」の提出が必要
となります。菊池市が発注する物品等に関する入札に
参加を希望する場合は、指名願いの提出が必要です。
申請書の受付など
提出方法　持参または郵送
受付期間（土・日を除く）
　４月２日（月）～４月 27日（金）
※郵送分も期限内必着でお願いします。
受付時間　午前８時 30分～正午、午後１時～５時
受付場所　菊池市役所財政課管財係（本庁２階）
郵送先　〒 861-1392
　菊池市隈府 888番地　菊池市役所財政課管財係
申請の有効期間
　平成 19年４月１日から平成 21年３月 31日まで
※ 有効期間は原則２年間ですが、必要が生じた場合は、
延期または短縮を行なうことがあります。

申請書および申請の手引き等の配布場所
　菊池市役所財政課および各総合支所総務振興課に置
いてあります。または、菊池市ホームページ（http://
www.city.kikuchi.kumamoto.jp）からダウンロー
ドしてください。できるだけホームページからのダウ
ンロードにご協力ください。
　提出書類の一覧や記入方法などを記した「申請の手
引き」および「作成要領」をよくご覧の上、記入して
ください。
その他　申請後の審査で、菊池市工事入札参加者格付
要綱を準用しますので、申請者が第２条および第３条
に該当する場合は、欠格および除外となりますので、
十分ご注意ください。
　第２条および第３条の条文は、菊池市ホームページ
から確認できます。
問い合わせ先　財政課管財係

平成19・20年度に菊池市が発注する物品等（工事・委託関係は除く）
に関する入札参加資格審査申請の受付を行います
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